
 

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領 

 

施 行 令和元年 12 月 25 日 

改 正 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

 

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」（令和元年大阪市教育委員会教育長達第４号。以

下「規程」という。）について、規程第21条の規定に基づき必要な事項を次のとおり定める。 

 

１．規程の対象となる「教育ICT」及び「学校園に関する情報システム」について 

   規程に定める「教育ICT」及び「学校園に関する情報システム」は、「大阪市教育委員会学

校園情報通信ネットワーク管理要綱」に定める「学校園情報通信ネットワーク」上に構成さ

れる情報システム又は、主に学校園の教職員及び児童生徒が利用する情報システム及びICT機

器等（以下「情報システム」という。）を対象とする。 

 

２．「協議」について（第７・11条関係） 

 （１）協議対象は、規程の対象である教育委員会が所管する情報システムの導入・構築、運用、

更新、調達、廃止に係るもののうち、教育最高情報統括責任者が必要と認めたものであ

る。 

 （２）情報システムを所管する課・担当等は、総務部教育政策課教育DX推進グループと協議要

否の確認など事前調整を行う。なお、協議案件に前例が無いなど協議要否が不明確な場

合は、別紙「案件整理・相談票」の提出を行う。 

  （３）学校園情報通信ネットワークを利用する端末等（周辺機器含む）の利用に関しては「大

阪市教育委員会学校園情報通信ネットワーク管理要綱」に従い、教育ICT基盤担当課長と

事前に調整しなければならない。 

（４）協議に際し、教育ICT業務管理者は、別紙「協議依頼書」、別紙「経費の見込額一覧」及

び別紙の各協議条項に応じた様式を作成し、総務部教育政策課教育DX推進グループを通

じて教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者に提出する。 



 

（５）教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は協議において、当該施策

の企画、事業の基本方針及び調達に対し必要な指導・指示を行う。 

（６）教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、教育ICT情報統括責任

者あて別紙「承認書」により通知する。 

 

３．規程第７条における情報システムの企画に係る承認について  

（１）次に掲げるものを協議の対象とする。 

・市情報システム規程の実施要領５(1)に定める情報システムに係る開発・導入、機種更新

及び再構築（ただし、最高情報統括責任者が必要と認めるものを除く） 

・その他、教育最高情報統括責任者が必要と認めるもの 

 （２）次に掲げるものは協議の対象外（規程第７条第１項ただし書き）とする。 

・市情報システム規程の実施要領５(2)に定めるもの（ただし、最高情報統括責任者が特に

不要としたものを除く） 

・学校園が独自に導入するもの 

ただし、端末等機器を、学校園情報通信ネットワークに接続する場合は、「大阪市教育

委員会学校園情報通信ネットワーク管理要綱」に基づき、教育情報通信ネットワーク管

理責任者に申請が必要なことに留意すること。 

接続しないスタンドアロンパソコンの買入については、「学校園スタンドアロンパソコ

ン運用要綱」に基づき、「学校園スタンドアロンパソコン利用届出書」を必ず提出する

こと。 

・その他、教育最高情報統括責任者が特に不要としたもの。 

（３）承認を受けた後から調達までの間に基本方針の変更を行う場合は、速やかに、総務部教育

政策課教育DX推進グループに報告しなければならない。なお、教育最高情報統括責任者が

必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。 

（４）情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築事業においては、複数の調達を行う

こととなるが、協議においては一連の調達は包含したうえで協議を行う。なお、当該事業

を支援するコンサル委託も同様。 



 

（５）本項の協議承認は、予算編成業務における教育ICT関連経費を算定する前提要件とする。 

 

４．情報システムの運用管理（第10条関係） 

（１）教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、情報システム導入後、

規程第７条及び第11条における協議で承認した内容について、教育最高情報統括責任者

が必要と認める場合は運用実績の確認を行う。 

（２）教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、前項で確認した内容に

ついて、必要に応じて教育ICT業務管理者に必要な指導・指示を行う。 

 

５．規程第11条における情報システムの調達について 

（１）次に掲げるものを協議の対象とする。 

・市情報システム規程の実施要領９(1)に定めるもの（ただし、最高情報統括責任者が必要

と認めるものを除く） 

・その他、教育最高情報統括責任者が必要と認めるもの 

（２）次に掲げるものは協議の対象外（規程第11条第１項ただし書き）とする。 

・市情報システム規程の実施要領９(2)に定めるもの（ただし、最高情報統括責任者が特に

不要としたものを除く） 

・学校園が独自に導入するもの 

・その他、教育最高情報統括責任者が特に不要としたもの。 

（３）承認を受けた後から調達までの間に調達方法の変更を行う場合は、速やかに総務部教育

政策課教育DX推進グループに報告しなければならない。なお、教育最高情報統括責任者

が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。 

（４）教育ICT業務管理者は、前項に係る承認を受けた調達について、調達完了後、速やかに別

紙「調達結果報告書」を教育最高情報統括責任者に提出する。なお、教育最高情報統括

責任者は、調達結果によっては、より詳細な内容の報告を求めることができる。 

 

 



 

６．規程第19条第３項における学校園情報通信ネットワークの利用等に係る協議について 

（１）教育ICT業務管理者は、別紙「協議・申出書」を作成し、教育最高情報統括責任者に提出

する。 

 （２）教育最高情報統括責任者は、提出された協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。 

 （３）教育最高情報統括責任者は教育ICT業務管理者あて別紙「確認書」により通知する。 

 

７．規程第20条第２項における他の局等の学校園情報通信ネットワークへの接続及び他の局等の

情報システムにおける学校園情報通信ネットワークへの接続に係る申出について 

（１）他の局等の長は、別紙「協議・申出書」を作成し、教育最高情報統括責任者に提出する。 

（２）教育最高情報統括責任者は、提出された協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。 

（３）教育最高情報統括責任者は当該の他の局等の長あて別紙「確認書」により通知する。 

 

８.本実施要領について 

ＩＣＴをめぐる情勢は、日々進化し続けており、本実施要領に該当しない場合が想定される。

その場合は、総務部教育政策課教育DX推進グループと対応を調整すること。 



1 タイトル（⼀⾒して相談内容がわかるようにしてください）

2 相談内容
○相談内容分類
□ 質問・相談 □ 協議 □ 予算 □ DXの推進 □ その他

○内容

3 添付資料
1
2
3
4
5
6

担当部署名
担当者名
電話番号

－－－－－－－－－－－教育DX推進グループ・学校運営支援センター 記入欄－－－－－－－－－－

○回答内容
受領⽇ 回答⽇

電話番号 ○○○○－ＸＸＸＸ

担当者名 ○○・○○

教育ICTに係る協議案件整理票

提出日

担当部署名 ○○課・担当

令和5年4月改正様式



令和　年　月　日

○○課・担当
教育ICT業務管理者

【協議（承認）依頼事項】

□ 第７条　情報システムの企画に係る「基本方針」の承認について

□ 第11条　情報システムの開発等に係る「調達（発注）計画」の承認について

【担当者等】

【協議】

□ 新規開発
□ 再構築
□ 機種更新
□
□
□
□
□

□ 経費の見込額一覧表（指定様式・必須）
□ 見込額の元となる見積書等積算資料（必須）
□ SaaS等サービス利用企画書（指定様式）
□ システム化等検討資料
□ システム概要説明書（指定様式）
□ 基本方針書（指定様式）
□ システム構成概要図
□ 開発・調達スケジュール表
□ 見積書の元となる仕様書案若しくは直近契約の仕様書
□ ソフトウェアサポート期限確認一覧表
□ 新旧業務フロー図
□ 調達（発注）計画書（指定様式）
□ 調達仕様書
□ その他（　　　　）

新規サービス利用（本市保有データの入力等があるSaaS）

提出資料

協議（承認）依頼内容

廃止

協議概要

協議種別
改修

調達
その他（　　　　　　　　　　）

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」に係る
協議依頼書

システム名

担当部署名

担当者

電話番号

教育ICT情報統括責任者　様
教育ICTネットワーク統括責任者　様

　「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」に基づき、次のシステムに係る協議を依頼します。

令和5年4月改正様式



○経費の見込額一覧表

【当初概算見込額】　 （単位：千円）

明　　細 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度

合　　計 0 0 0 0 0

【調達前概算見込額】 □当初概算見込額と同じ （単位：千円）

明　　細 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度 令和　　　年度

合　　計 0 0 0 0 0

令和3年4月改正様式



【SaaS等サービス利用企画書】
№

1

2

3

4

5

6

7

・取扱データ一覧表

重要
性分
類

データの重要度
大阪市データ保
護管理要綱第３
条第２項の各号

Ⅰ
セキュリティ侵害が職員又は児童生徒
の生命、財産、プライバシー等へ重大
な影響を及ぼすデータ

(1)(2)(3)(4)

Ⅱ
セキュリティ侵害が学校事務及び教育
活動の実施に重大な影響を及ぼすデー
タ

(1)(2)(3)(4)

Ⅲ
セキュリティ侵害が学校事務及び教育
活動の実施に軽微な影響を及ぼすデー
タ

(1)(4)(5)

Ⅳ 上記以外のデータ

・個人情報の取り扱い有無

□ 有　↓個人情報保護審議会への報告要否

□ 要

□ 否

□ 無

・特定個人情報ファイル（マイナンバ―）の取り扱い有無

□ 有　↓特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）の実施要否

□ 要（基礎項目評価） □ 否

□ 要（重点項目評価）

□ 要（全項目評価）

□ 無

□

・対象とするシステム利用者の範囲

□

□

□

10

11

SaaS等サービス概要

SaaS等サービス提供元URL

導入効果（定量･定性） （導入効果：定量効果）

（導入効果：定性効果）

利用者 外部ネットワークへの公開（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

8 取扱い情報の種類など

データ名

項目 内容

SaaS等サービス利用に至る
背景と目的

対象業務の現況

課題や問題点

必要性と緊急性

SaaS等サービス名

特定限定　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特定多数　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不特定多数（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

成果や目標

9

令和3年6月改正様式



実施・検討の有無

□ 有

□ 無

□ 有

①

②

□ 無

14

コンサルの利用の有無 □ 有（業務見直しを含む）

□ 有（調査・支援のみ）

□ 無

□ □ その他

□

□

□

□

□

□

選択肢

①　一般競争入札（価格競争)

②　利用申込み

③　特名随意契約

④　その他

本件SaaS等サービスの選定
理由
※利用申込み若しくは製品
指定の場合に記載

有

無

17 業者選定方法 調達方法

校園ネットワーク

教育用情報ネットワーク

　（　　　　　　　　　　　　　　）

調達名称（③の場合は業者名も記載）

（案件ごとに記載してくだ
さい）

16 SaaS等サービス利用形態

利用ネットワーク 独自に契約したインターネット

庁内情報ネットワーク

ＬＧＷＡＮネットワーク

カスタマイズ有無

13

15

12 業務改革（ＢＰＲ）、業務
改善またはシステム最適化
の検討

(実施・検討内容、しなかった・できなかった理由)

（有の場合、サービス名、サービス提供元URLを記載してください）類似SaaS等サービスの有無

令和3年6月改正様式



【システム概要説明書】
№
1

2

□ □ その他

□

□

□

□ □
□ □
□ □
□ □ その他

□

□ □ その他

□

□

□

□ □ その他

□

□

□

□ □

□

□ □

□ □ その他

□

利用者 □ 外部ネットワークへの公開（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・対象とするシステム利用者の範囲

□ 不特定多数（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 特定多数（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 特定限定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・取扱データ一覧表

重要
性分
類

データの重要度
大阪市データ保
護管理要綱第３
条第２項の各号

Ⅰ
セキュリティ侵害が職員又は児童生徒の生命、
財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼす
データ

(1)(2)(3)(4)

Ⅱ
セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実
施に重大な影響を及ぼすデータ

(1)(2)(3)(4)

Ⅲ
セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実
施に軽微な影響を及ぼすデータ

(1)(4)(5)

Ⅳ 上記以外のデータ

・個人情報の取り扱い有無

□ 有　↓個人情報保護審議会への報告要否

□ 要

□ 否

□ 無

・特定個人情報ファイル（マイナンバ―）の取り扱い有無

□ 有　↓特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）の実施要否

□ 要（基礎項目評価） □ 否

□ 要（重点項目評価）

□ 要（全項目評価）

□ 無

調整・連携の有無

□ 有

□ 無

3

4

事務効率化の為

ICTを活用した効果的な学習の推進の為

教育行政を行うための基盤整備の為

法令・制度に基づくもの

住民基本台帳等

税務事務・電子申告

国民健康保険等

介護保険

総合福祉（生活保護、福祉五法）

財務会計

総務事務

統合型ＧＩＳ

5

取扱い情報の種類など6

7

利用ネットワーク

関連業務（システム）との
調整・連携 

項目

ＡＳＰ等クラウドサービス利用

開発形態 パッケージソフト（カスタマイズ有）

パッケージソフト（カスタマイズ無）

本市開発

サービス利用

システム形態 Ｗｅｂ

クライアントサーバ（Ｃ／Ｓ）

内容

システムの目的

システム名

⇒業務・システム名（　　　　　　）

校園ネットワーク

教育用情報ネットワーク

関連する業務、もしくはシ
ステム（複数回答可）

現行システム構成（新規システムの場合は記載不要）

スタンドアローン

システム概要

庁内情報ネットワーク

外部事業者によるネットワーク（独自に契約したインター
ネット回線、ＷＡＮ等）

ＬＧＷＡＮネットワーク

個別のネットワーク（ＬＡＮ・イントラネット）

ネットワークの利用なし

データ名

令和3年4月改正様式



【基本方針書】
№
1

2

3

4

5

6

7

実施・検討の有無

□ 有

□ 無

9 コンサルの利用の有無 □ 有（業務見直しを含む）

□ 有（システム関連の調査・支援のみ）

□ 無

□ □ その他

□

□

□

□ □ その他

□

□

□

□ □

□

□ □ ネットワークの利用なし

□ □ その他

□

□ 有

□ 無

□ 有

□ 無

選択肢

①　一般競争入札（価格競争)

②　一般競争入札（総合評価)

③　公募型指名競争入札（価格競争)

④　公募型指名競争入札（総合評価)

⑤　随意契約（プロポーザル）

⑥　随意契約（見積り比較）

⑦　特名随意契約

⑧　その他

庁内情報ネットワーク

移行要件 （有の場合、内容を記載）

　（　　　　　　　　　　　　　　）

改修要件
※機種更新時のみ

（有の場合、内容を記載）

12 業者選定方法 調達方法 調達名称（⑦の場合は業者名も記載）

（案件ごとに記載してくだ
さい）

11 役務要件

ＬＧＷＡＮネットワーク

個別のネットワーク（ＬＡＮ・イントラネット）

10 想定システムのイメージ（新規構築、再構築、システム最適化実施の場合、記載してください。）

スタンドアローン

利用ネットワーク 校園ネットワーク

教育用情報ネットワーク

外部事業者によるネットワーク（独自に契約したインター
ネット回線、ＷＡＮ等）

ＡＳＰ等クラウドサービス利用

開発形態

パッケージソフト（カスタマイズ無）

本市開発

サービス利用

システム形態 Ｗｅｂ

クライアントサーバ（Ｃ／Ｓ）

（導入効果：定量効果）

（導入効果：定性効果）

パッケージソフト（カスタマイズ有）

8

成果や目標

項目

(実施・検討内容、しなかった・できなかった理由)

内容

協議内容に係る方針
（課題や問題点への対応方
針）

対象業務の現況

課題や問題点

必要性と緊急性

導入効果（定量･定性）
※新規、再構築時のみ

業務改革（ＢＰＲ）、業務
改善またはシステム最適化
の検討

協議に至る背景

令和3年4月改正様式



【調達（発注）計画書】
№

□ 有

□ 無

□ 有

□ 無

3

選択肢

①　一般競争入札（価格競争)

②　一般競争入札（総合評価)

③　公募型指名競争入札（価格競争)

④　公募型指名競争入札（総合評価)

⑤　随意契約（プロポーザル）

⑥　随意契約（見積り比較）

⑦　特名随意契約

⑧　その他

　（　　　　　　　　　　　　　　）

（業者選定方法を変更した場合はその理由）

調達内容

6
・ 調達にあたって制約と
なる事項（他の調達との依
存関係、調達時期の制約
等）を記載

特記事項

5 資格要件等

・入札実施時で、通例的な
資格要件以外の要件を設定
する場合は記載

項目 内容

1

（案件ごとに記載してくだ
さい）

承認日：令和　　年　　月　　日

前提協議からの変更点 <変更内容>2

4 業者選定方法 調達方法 調達名称（⑦の場合は業者名も記載）

前提協議

・基本方針協議の際に承認
を受けた業者選定方法から
変更が有る場合は、その理
由を記載

（業者選定方法を変更した場合はその理由）

令和4年4月改正様式



令和 年 月 日

○○課・担当
教育ICT業務管理者

① □ ①

② 特名随意 □

□ □

□ ②

③ □ □

□

③

□

□

円 □  ＷＴＯの適用

円

回

□

□

□

□

□

□

10.その他

担当部署名

担当者

電話番号

調達内容

システム名

8.入札執行日
または契約日

5.参加者

6.入札回数

（上記をチェックした場合は、2～9を記載して
ください。）

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」に係る
調達結果報告書

教育ICT情報統括責任者　様
教育ICTネットワーク統括責任者　様

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」第11条に基づき、次のシステムに係る調達結果を報告します。

（①の場合は2～5・9、②のうち企画競争
方式の場合は2～5・9、②のうち特名随意
の場合については2～4・9、③の場合は2～
9を記載してください。）

随意契約

地方自治法施行令第167条の2第
1項第8号による随意契約

競争入札

一般競争入札

公募型指名競争入札

指名競争入札

価格競争

価格競争

総合評価※

価格競争

総合評価※

総合評価※

9.添付資料

1.契約方法等

見積比較

特名随意

企画競争方式※

7.入札経緯

2.契約の相手方

3.予定価格
（税込）

4.落札金額又は契
約金額（税込）

落札（入札において決定した場合）

決定（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により価格交渉で決定した場合）

取り止め（事由については、10.その他に記載してください。）

事情聴取一覧表・見解

・総合評価で入札参加者が１者であった場合や入札参加者がなかった場合

令和　　年　　月　　日

提案評価表（各参加者の提案金額・評価結果がわかるもの）

・1.契約方法等が※の場合

仕様書（契約時に使用したもの）

　

　

令和5年4月改正様式



 

【別紙８-1】 

令和  年  月  日 

 

 

「大阪市教育委員会 DX の推進に関する規程」に係る 

協議・申出依頼書 
 

 

教育最高情報統括責任者 様 

 

教育 ICT 業務管理者/○○局（室・区）長 

 

 

「大阪市教育委員会 DX の推進に関する規程」に基づき、次の学校園情報通信ネットワーク

に係る協議を依頼します。 

 

 
【協議（確認）依頼事項】 

☐ 第 19 条第 3 項 

各課・担当の情報システムにおける学校園情報通信ネットワーク

の利用・利用方法の変更・利用の廃止に係る協議について 

☐ 利用 

☐ 利用方法の変更 

☐ 利用の廃止 

☐ 第 20 条第 2 項 

他の局等の学校園情報通信ネットワークの利用・他の局等の情報

システムにおける学校園情報通信ネットワークへの接続に係る申

出について 

 

所属・担当部署名  

担当者  

電話番号  

協議（確認）依頼内容  

 

☐ 情報システム名 

☐ 情報通信ネットワーク名 
 

 



【学校園情報通信ネットワークの利用・利用方法の変更・利用廃止に係る資料】 

【別紙８-2 別添】 

№ 項 目 内   容 記入ポイント 

１ 利用するネットワーク 
☐ 校園ネットワーク 

☐ 教育用情報ネットワーク 

 

２ 協議する事由 

☐ 学校園情報通信ネットワークの利用 

☐ 学校園情報通信ネットワークの利用方法の変更 

☐ 学校園情報通信ネットワークの利用の廃止 

 

(利用方法の変更の場合、変更の内容を記載) 

 

３ 

☐ 利用開始予定時期 

☐ 利用方法の変更予定時期 

☐ 利用の廃止予定時期 

令和  年  月 

 

４ システム形態 

☐ Ｗｅｂ 

☐ クライアントサーバ（Ｃ／Ｓ） 

☐ その他 

（内容） 

 

 

別紙資料 

☐ スケジュール資料 

☐ システム構成概要図 

☐ ネットワーク構成概要図 

☐ 接続拠点一覧表 

□ その他 

 



【別紙９】 

令和  年  月  日 

 

 

「大阪市教育委員会 DX の推進に関する規程」に係る 

確認書 

 

 

教育 ICT 業務管理者/○○局（室・区）長 様 

 

教育最高情報統括責任者 

 

 

 

令和 年 月 日に協議（申出）依頼のありました事項について、「大阪市教育委員会 DX

の推進に関する規程」に基づき、次のとおり確認したことを報告します。 

 

【確認事項】 

☐ 第 19 条第 3 項 

各課・担当の情報システムにおける学校園情報通信ネットワークの利

用・利用方法の変更・利用の廃止に係る協議について 

☐ 利用 

☐ 利用方法の変更 

☐ 利用の廃止 

☐ 第 20 条第 2 項 

他の局等の学校園情報通信ネットワークの利用・他の局等の情報シス

テムにおける学校園情報通信ネットワークへの接続に係る申出につい

て 

 

 

☐ 情報システム名 

☐ 情報通信ネットワーク名 
 

付     記  

 


